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○松崎町高齢者等見守り事前登録事業実施要綱 

令和２年４月24日告示第55号 

松崎町高齢者等見守り事前登録事業実施要綱 

（目的） 

第１条 この要綱は、認知症等で徘徊により行方不明となるおそれのある高齢者等（以下「高齢者

等」という。）の情報を、町に事前に登録する事業（以下「事前登録事業」という。）を実施す

ることにより、当該高齢者等が行方不明になり保護された場合に、速やかに身元の確認が行われ、

家族等への連絡が取れる体制を構築し、高齢者等の安全の確保及びその家族の支援を図ることを

目的とする。 

（登録対象者） 

第２条 事前登録事業の対象となる者（以下「登録対象者」という。）は、町内に住所を有し、町

への事前登録を希望する者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。 

(１) 40歳以上の在宅者であって、認知症が疑われる者又は認知症である者のうち、行方不明に

なるおそれのあるも者 

(２) 前号に掲げるもののほか、町長が事前登録の必要があると認める者 

（申請者） 

第３条 登録の申請をすることができる者（以下「申請者」という。）は、次の各号のいずれかに

該当するものとする。 

(１) 登録対象者本人 

(２) 登録対象者の配偶者、４親等以内の親族 

(３) 登録対象者の法定代理人 

(４) 前３号に掲げるもののほか、町長が認める者 

（申請） 

第４条 申請者は、松崎町高齢者等見守り事前登録申請書（様式第１号）により、登録対象者の全

身及び顔写真を添付して町長に申請するものとする。 

（登録） 

第５条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、

当該申請者に松崎町高齢者等見守り事前登録通知書（様式第２号）により通知する。 

２ 町長は、前項の規定により登録を決定したときは、松崎町高齢者等見守り事前登録台帳（様式

第３号）により登録対象者の情報（以下「登録情報」という。）を記載するものとする。 
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（登録情報の外部提供） 

第６条 町長は、松崎町個人情報保護条例（平成17年条例第１号）第９条第１項第１号の規定によ

り、管轄警察署、地域包括支援センター、捜索協力者及び松崎町以外の行政機関（以下「実施機

関」という。）に登録対象者の情報を提供することができる。 

（登録情報の変更及び登録の取消し） 

第７条 申請者は、登録情報を変更し、又は登録情報を削除するときは、松崎町高齢者等見守り事

前登録（変更・取消）（様式第４号）により速やかに町長に提出しなければならない。 

２ 町長は、前項の規定にかかわらず、転出、死亡その他の理由により登録する必要がなくなった

と認めるときは、その登録を削除することができる。 

（個人情報の保護） 

第８条 町長及び第６条の規定により登録情報の提供を受けた実施機関は、登録情報を適正に管理

し、この要綱に定める事前登録事業の目的以外の目的のために利用し、又は他に漏らしてはなら

ない。その職務を退いた後も同様とする。 

（委任） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、事前登録事業の実施について必要な事項は、町長が別に定

める。 

附 則 

この告示は、公示の日から施行する。 


